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●議題 （１）答申書案の作成について

①第４回の確認事項

②答申書案の確認と審議



①第４回の確認事項
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第４回の確認事項
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●改定時期は、令和8年4月とする
・料金算定期間は令和７年度から令和９年度までとする

●平均改定率は、23％増とする
・期間の最終年度である令和９年度において、経営上の３つの
目標を達成できる数値として23％を採用する
・経営上の３つの目標
（①純利益計上、②料金回収率100％以上、③内部留保資金が給水収益の半年分以上）

●料金体系は、A案（一律23％値上げ）とする
→全ての口径と使用水量区分に対し、一様に値上げする
（料金表に改定率を乗じる）



料金表（改定後）の確認
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●基本料金、従量料金を一律1.23倍した場合の改定案（A案）
→臨時用及び共用給水装置における改定も一律1.23倍とする

（1か月分、消費税抜き）
口径
区分
(mm)

基本料金

超過料金（従量料金：１m3当たりの単価）

0～ 9～ 21～ 31～ 41～ 101m3～

8m3 20m3 30m3 40m3 100m3

13
1,210円

基本料金
に含む

210円
(170円)
+40円

220円
(180円)
+40円

235円
(190円)
+45円

245円
(200円)
+45円

（980円）
+230円

20
1,210円
（980円）
+230円

25
1,850円

185円
(150円)
+35円

（1,500円）
+350円

30
2,100円

（1.700円）
+400円

40
2,460円

（2,000円）
+460円

50
3,080円

（2,500円）
+580円

75
3,690円

（3,000円）
+690円

100
4,310円

（3,500円）
+810円

※料金表の見方

改定後の額
（現行料金）

差額

※１ 臨時用１㎥あたり 555円（450円）+105円
※２ 共用給水装置は口径13・20mmの改定に準じる



改定に基づく試算
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●家庭用において、実際の請求（２か月分）に当てはめた場合の
現行料金との比較（A案）

世帯

人員

イメージ 使用水量 現行料金

（円）

A案

（円）

差額

（円）

1人
16ｍ3

（16.2ｍ3）
2,156 2,662

+506

(23.5％増)

2人
30ｍ3

（29.8ｍ3）
4,466 5,511

+1,045

(23.4％増)

3人
40ｍ3

（39.8ｍ3）
6,116 7,546

+1,430

(23.4％増)

4人
46ｍ3

（46.2ｍ3）
7,238 8,932

+1,694

(23.4％増)

※家庭用：口径13mm、20ｍｍ

（消費税込み）



②答申書案の確認と審議
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これまでの審議経過と答申の流れ
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財政の見通し
収支均衡に向けた検討

答申

料金体系の検討

答申案の作成

料金表の決定

採用

第３回～第４回で審議

第３回～第４回で審議

第５回で審議

第２回

11月

●第５回審議会で答申書案を審議

●最終的な答申書案が確定したら、答申前に各委員に参考送付

●11月の答申（会長・副会長から市長へ）をもって、委員の任期満了



答申書案について
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●これまでの審議、審議結果を踏まえ、会長の意見を受け、協議し、
答申書案を作成

●答申書案の項目は、次のとおり

（１）答申
（２）審議結果
（３）料金改定案
（４）附帯意見

●答申書案について確認と審議を実施

→各項目の詳細内容は、資料３を参照


